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に向けた官民施策パッケージの推進

資料２



以上の取組を推進・進化するために、国として、業界団体、地方公共団体、許可行政庁に対し、直ちに「業界共通の制
度インフラ」であるCCUS活用を要請。フォローアップ体制を立上げ

建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ

〇CCUSの情報セキュリティ強化と人材引き抜き防止策
○発注者によるCCUS閲覧等による事務効率化、書類削減
○CCUSと連携した施工実態の把握・分析による労働生産性向上の研究
○CCUSによる勤怠・労務管理機能強化や顔認証入退場への活用促進
○令和4～5年度までにCCUS登録と安全衛生資格等の資格証の携行義務を

一体化（マイナポータルとの連携）

ⅢⅢ 国直轄での義務化モデル工事実施等、公共工事等での活用Ⅰ 建退共のCCUS活用への完全移行Ⅰ 建退共のCCUS活用への完全移行

Ⅱ 社会保険加入確認のCCUS活用の原則化Ⅱ 社会保険加入確認のCCUS活用の原則化

令和5年度からの「あらゆる工事でのCCUS完全実施」に向けた３つの具体策と道筋

建設技能者の将来の保障とコンプライアンス問題解決のため、建退共
におけるCCUS活用を官民一体となって推進
・令和２年度は、本格実施に向けた運用通知・要領等改正、活用呼びかけ
・令和３年度から、CCUS活用本格実施
>公共工事では確実な掛金充当確認・許可行政庁の指導等履行強化
>民間工事では、業界において、掛金納付・充当の徹底を促進
・令和５年度からは、民間工事も含め、CCUS活用へ完全移行
・経営事項審査での掛金充当状況の確認方法の見直し

・令和２年10月からの作業員名簿の作成等の義務化に伴い、労働者の
現場入場時の社保加入確認においてもCCUS活用を原則化

○専門工事業団体等が職種別の職長(Lv3・4)や若年技能者(Lv2)の
賃金目安を設定し、下請による職長手当等マネジメントフィーの見
積りへの反映と元請による見積り尊重を促進・徹底

○CCUS能力評価と連動した専門企業の施工能力見える化開始

建設技能者のレベルに応じた賃金支払の実現 更なる利便性・生産性向上

・令和2年度は、国直轄の一般土木工事(WTO対象工事)において、
＞CCUS義務化モデル工事（発注者指定・目標の達成状況に応じて工事

成績評定にて加点/減点）を試行
＞CCUS活用推奨モデル工事（受注者希望・目標の達成状況に応じて同
評定にて加点）を試行

・このほか、地元業界の理解を踏まえ、Aランク以外のCCUS活用推奨モデル
工事の試行を検討
・地方公共団体発注工事において、先進事例を参考に積極的な取組を要請
するとともに、入契法に基づく措置状況の公表、要請等のフォローアップ
・上記取組と併せ、業界は加入促進に積極的に取り組む
・令和３年度以降、段階的にCCUS活用工事の対象を拡大し、Ⅰと連動して
公共工事等での活用を原則化

建設技能者の技能と経験に応じた賃金支払い・処遇改善と、現場の生産性向上を図るための建設キャリアアップ
システムについて、令和５年度からの建退共のCCUS完全移行及びそれと連動したあらゆる工事におけるCCUS完
全実施を目指し、官民において以下の施策を講じる。

令和２年３月２３日決定
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令和５年度からの建退共のCCUS
完全移行と連動した公共・民間工事
でのCCUS完全実施に向けて、段階的
に対象工事を拡大

「あらゆる工事でのCCUS完全実施」に向けた道筋

先進県で
総合評価等で加点

先進事例を参考に積極的な取組を要請
入契法に基づく措置状況の公表、要請

地公体
発注

建退共

活用促進・推奨フェーズ 原則化フェーズ

国直轄
発注

令和２年度～ 令和５年度～

民間工事も含め、
CCUS活用へ完全移行

あらゆる工事における
CCUS完全実施

作業員名簿 10月からの作業員名簿の義務化に併せて、
労働者の現場入場時の社会保険加入状況の確認におけるCCUS活用を原則化

令和3年度～
CCUS活用電子申請の本格実施
公共工事における掛金充当等に係る

履行強化と経審評価

民間レベルでの掛金充当の徹底
（業界による自主的な取組を含む）

夏頃
運用通知等改正

10月から
電子申請
試行

民間発注

CCUS義務化モデル工
事及びCCUS活用推奨
モデル工事を試行
地元業界の理解を踏ま
え、Aランク以外の推奨
モデル工事の検討

建退共CCUS完全実施に向けて
積極的な取組を要請
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２－１ 建退共のＣＣＵＳ活用への完全移行
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建退共のCCUS活用への完全移行

令和3年度から、技能者本人自身がCCUSに蓄積した就労履歴データを活用した電子申請を本格実施し、令和5年度からCCUS
活用に完全移行することで、対象労働者の就労実績を漏れなく建退共退職金の掛金充当につなげ、透明性も向上させる。

5

自社の
労働者

自社の
労働者

自社の
労働者

勤労者
退職金
共済機構

元請

１次下請

２次下請以下

証紙の
一括購入

就労状
況報告

報告チェックと
証紙交付

証紙貼付

証紙貼付

証紙貼付

就労状
況報告

公共発注者

積算に
反映

掛金収納書
の提出 等

報告チェックと
証紙交付

建退共電子申請
専用サイト

勤労者
退職金
共済機構

毎日カードタッチ

各共済契約者
が就業実績
データをCCUS
から取り込み
(※当面は直接
入力も可)全ての下請

（共済契約者）

電子ﾎﾟｲﾝﾄ購入
就労実績入力

電子ﾎﾟｲﾝﾄに基づき
自動的に掛金が充
当され、退職時に
給付
(証紙貼付不要)

公共発注者

就業履歴が蓄積

積算に
反映

掛金収納書
の提出 等

元請に就労状
況報告を集約
（電子）

現行方式（証紙受払の書面管理）現行方式（証紙受払の書面管理） CCUS活用電子申請方式

○対象労働者の就労実績を確実に掛金充当につなげるため、カードタッチで
CCUSに蓄積された就業実績を掛金充当に活用することを原則化
○令和3年度から電子申請を本格実施し、公共工事での活用を徹底しつつ、
令和5年度からは民間工事も含め、CCUS活用に完全移行

○現行の証紙方式では、数次の下請に雇用される一人一人
の技能者への証紙の確実な交付・貼付には限界があり、充当
状況も正確に確認できないため、公共工事の積算で財源措置
されていながら、掛金充当が不徹底

○民間工事で働く労働者への掛金充当はさらに不徹底

順
次
移
行
を
促
進

元請

手帳に貼付され
た証紙に基づき、
退職時に給付

労働者

労働者

労働者

証紙受払簿の
作成・備付

※CCUSに蓄積さ
れたデータを一括し
て掛金納付・充当
に活用する方策も
併せて検討

①技能者の掛金
充当の実感が高
まる(ﾀｯﾁ=掛金)

②証紙購入、交
付貼付が不要

③受払簿等の書
類が不要・充当
書が自動作成

④就労状況報告
をメールで元請
に直接提出可能

⑤CCUSデータ
で就労状況報告
書を自動作成

電子申請導入
のメリット
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公共工事における建退共の履行強化について

②証紙方式（履行強化後)②証紙方式（履行強化後)①CCUS活用電子申請方式①CCUS活用電子申請方式履行強化策のポイント

以上を通じて、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを発注者が把握した場合、
適宜指導、必要に応じ、許可行政庁に通知し、許可行政庁は、指導・助言・勧告等の措置を講じる

※公共発注者は、建退共対象労働者の確認等のために、必要に応じて、作業員名簿の情報も併せて確認 （システムを改修して施行）

○令和3年度以降は、掛金充当の確実性と透明性が向上するCCUS活用電子申請方式を推奨し、併せて証紙方式
についても、掛金納付額と充当状況にかかる履行確認を強化。必要に応じ、許可行政庁も指導等

○受注者は、発注毎に、CCUS活用電子申請方式か、証紙方式か、いずれか一方を選択する

○辞退届による辞退は、明確な根拠がない限り認めない運用とする（CCUS活用の場合、根拠は確認済み）

○掛金収納書に、新たに掛金購入額の根拠を記載し、契約後1ヶ月以内に提出
○その際、証紙方式か電子申請方式の別を明らかにする

（※CCUSの登録・活用が100%である場合、掛金は、事前納付によらず、工事進捗に応じて納
付することも可能とすることを検討）

（CCUS利用が高い場合） （CCUS利用が低い場合）
○発注者は、掛金充当実績を
特に注意して確認

(元請は、新たに「工事別受払
簿」等を作成・提示)

○発注者は、掛金の充当
実績を簡易に確認

○発注者は、掛金の充当
実績を特に注意して確認

○掛金充当実績のデータを一定期間電磁的に保存
○掛金充当実績（工事別証紙受
払簿等）と、全ての下請からの
就労報告等を一定期間備付け

対策の
考え方

契
約
時

発注者は、就労予定の建退共対象労働者
数に比して事前掛金納付額が妥当であるか
どうかについても新たに確認する

完
成
時 発注者は、工事ごとに、対象労働者に掛金

が適切に充当されたかどうかを新たに確認す
るとともに、必要に応じ、許可行政庁の指導
等も行う

完
成
後
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建設業退職金共済制度の履行徹底について（概要）（案）

今夏中を目途に、令和５年度からのあらゆる工事における建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）を活用した電子申請方
式への移行や、令和３年度から導入を予定している電子申請方式におけるCCUS活用原則化に向けた具体的な取扱いを示すため、新たに
「建設業退職金共済制度の履行徹底について」を発出予定。

★元請事業者による下請事業者の掛金納付、機構への就労実績報告の一括代行（事務受託）を徹底
★下請事業者から事務を受託する元請事業者による電子申請方式採用の原則化、工事現場ごとの掛金納付方式の統一
★民間工事においても上記運用による掛金充当を推進
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元請事業者が事務受託に関し著しく不適切な処理を行っていることを確認した場合には、公共工事発注機関及び許可行政庁が指導等を実施

証紙方式

元請事業者は、提携金融機関窓口で交付される収納書を購入の算
定根拠を明示した台紙に貼付し、工事契約締結後１か月以内に発
注機関に提出。

元請事業者は、下請事業者からの加入労働者数報告書により、購
入枚数を合理的に算定した上で、委託先機関窓口で共済証紙を購
入。（辞退届は廃止）

元請事業者は、工事別受払簿（※）・貼付状況報告書を作成し、
共済証紙の処理状況を記録。下請事業者は、就労状況報告書によ
り元請事業者から共済証紙の交付を受け、貼付状況報告書を作成。
※R4年度から義務

元請事業者は、掛金充当実績総括表を作成し、工事別受払簿や就
労状況報告書等とともに発注機関に提示。収納額と著しく乖離し
ていないかどうかについて、照合を受ける。

元請事業者は就労状況報告書（下請事業者から提出されたもの）、
下請事業者は貼付状況報告書を工事完成後１年間保存。

建退共制度の履行徹底に係る主な流れ（令和３年度から実施）

電子申請方式

電子申請専用サイトにて算定根拠を明示した上で、発行される収
納書を、工事契約締結後40日以内に発注者に提出。

元請事業者は、下請事業者からの加入労働者数報告書により、購
入数量を合理的に算定した上で、機構の電子申請専用サイトで退
職金ポイントを購入。（辞退届は廃止）

元請事業者は、掛金充当実績総括表を作成し、掛金充当書（自動
生成）とともに発注機関に提出。収納額と著しく乖離していない
かどうかについて、照合を受ける。現場におけるCCUSの技能者
登録率等が低い場合には、就労状況報告書等をあわせて提示。

CCUSに蓄積された就業履歴を就労実績報告作成ツールに取り込む
ことにより、就労状況報告書を作成し、元請事業者において集約。
（当分の間、就労実績報告作成ツールへの直接入力も可。）
※受払簿・工事別受払簿の作成、共済証紙の手帳への貼付は不要。

元請事業者は、就労状況報告書や掛金充当書を電子ファイルによ
り工事完成後１年間保存。

※波線部は、従前と比較し、履行強化を図る部分。

履行徹底の
ポイント

公共工事における
手続きの流れ


ਛ
ৎ

※青字部分は、事務簡素化を図る部分。
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建設キャリアアップシステムの完全実施の場合の運用（案）

建設キャリアアップシステムや建退共の電子申請方式の導入環境が整った工事から、順次、建退共事務の効
率化を行う。
具体的には、元請事業者が、工事契約締結後１か月以内に、建設キャリアアップシステム100％活用現場で
あるものとして以下の誓約書を提出した場合、事前の掛金納付は不要とする等の事務の簡素化を行う。

• 電子申請方式を利用する工事において、工事を受注する元請事業者が事業者登録を
しており、自社で雇用する技能者を技能者登録していること

• 建設業法第24条の７第１項に規定する施工体制台帳に記載することとなる下請事業者
（同条第４項の施工体系図に記載が求められるものをいう。）の全てが建設キャリア
アップシステムの登録事業者であること

• 全ての下請事業者から建設キャリアアップシステムへの就労履歴登録情報に基づき建
退共掛金を充当することに同意を得ていること

• 作業員名簿に記載することとなる技能者の全てが技能者登録していること

• カードリーダー設置その他の方法により就業履歴を蓄積できる環境を現場に整備して
いること

• 現場の見えやすい場所に、建退共適用工事である旨の現場標識を掲出すること

• 工事期間中にやむを得ず建設キャリアアップシステム未登録事業者又は未登録技能
者を従事させる場合には、掛金充当方法を双方協議し、建退共制度の掛金相当額を
下請代金中に算入する等、必要な措置を講じること

記

誓約書

（発注者名）殿

（工事名）

標記の工事においては、工事を施工する建設業者について、建退共制度の適切な履行
のため、建設キャリアアップシステムの活用を徹底する観点から、下記のことを誓約します。

様式●

令和 年 月 日
（所在地）
（受注者名）

以上

掛金納付が事前概算方式ではなく事後
精算方式になるため、余分な掛金収納
が不要に！

収納書の提出は、工事完成後１か月以
内でOKに！

工事完成時の発注機関による掛金充当
状況の確認手続きが簡素化（書類
減）！

元請の指導にもかかわらず、建設キャ
リアアップシステム・電子申請方式を
採用しない下請に対する掛金一括納付
等の代行義務が免除！

※一定の猶予期間後

完全電子申請方式のメリット

左記事項
を誓約し
た場合
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証紙方式の概要 （案）

証紙方式

〇掛金充当実績総括表 【元請⇒発注機関に提示】

〇工事別共済証紙受払簿 【元請⇒発注機関に提示】 ※改訂

工事完成後、元請が発注機関に対し、対象労働者数、延べ
就業日数、建退共の掛金日数等を総括して報告

下請が、自社の労働者に対する証紙の貼付状況を記録

〇就労状況報告書 【下請⇒上位事業主】 ※現行
下請が、被共済者の就労人数と就労状況を報告する様式。
日別または月別に行う。

〇証紙貼付状況報告書 【下請】 ※現行

元請が工事別に作成。下請に証紙を交付した場合の内訳を記
載する様式 （現在の受払簿を工事単位で作成するよう改訂）

【手続に関連する主な様式】

※元請は、工事ごとに、証紙方式か電子申請方式かを選択

自社の労働者

自社の労働者

勤労者
退職金
共済機構

元請

１次下請

２次下請以下

事前に証紙を
一括購入

就労状況報告
報告チェックと
証紙交付

証紙貼付

証紙貼付

就労状況報告

公共発注機関

報告チェックと
証紙交付

掛金の財源を積算で反映

【契約時】 掛金収納書を提出
（購入額の根拠を記載）

【工事完成時】 掛金充当実績総括表を提示
（附属書類として、工事別共済証紙受払簿

の提示等）

○電子申請方式により、工事単位で建退共事務の履行強
化が可能となることに伴い、証紙方式についても適正履行
のために書類管理等を徹底・見直し

（履行確認のために、現行の書類作成の徹底と、電子申
請方式に準ずる新たな様式を整備）

○発注機関は、総括表に加え、原則、付属書類の提示も
求める

【 証紙方式のポイント 】

履行確認の結果、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを発注機関が把握した場合、
適宜指導を行うとともに、必要に応じて、許可行政庁に通知し、許可行政庁において指導・助言・勧告等の措置を講じる

※公共発注機関は、建退共対象労働者の確認等のため、必要に応じ、掛金充当実績総括表と作業員名簿を突合して確認 8



電子申請方式の概要 （案）

元請

１次下請

公共発注機関

電子申請方式

履行確認の結果、建退共の受託事務に関して元請が著しく不適切な処理を行っていることを発注機関が把握した場合、
適宜指導を行うとともに、必要に応じて、許可行政庁に通知し、許可行政庁において指導・助言・勧告等の措置を講じる

※公共発注機関は、建退共対象労働者の確認等のため、必要に応じ、掛金充当実績総括表と作業員名簿を突合して確認

自社の労働者
（CCUS活用）

就労状況報告
（電子データ）※

【契約時】 掛金収納書を提出
（購入額の根拠を記載）

【工事完成時】
CCUS利用状況が高い場合は簡易な確認のみ
（掛金充当実績総括表の提示のみ）
※低い場合は、発注機関は特に注意して確認

（附属書類として掛金充当書の提示等）
電子申請専用サイト

共済機構
勤労者退職金
共済機構

自動で技能者に直接、 掛
金を退職金ポイントで充当
(証紙貼付は不要)

２次
以下

就労実績報告作成ツールに
就労状況を手入力

自社の労働者
（CCUS非活用）

自社の労働者
（CCUS非活用）

掛金の財源を積算で反映

就労状況報告
（電子データ）

〇掛金充当実績総括表 【元請⇒発注機関に提示】
工事完成後、元請は、対象労働者数、延べ就業日数、建退
共の掛金日数等をとりまとめ、発注機関に提示

〇就労状況報告書（電子）【下請⇒上位事業主】

下請が元請や上位事業者に、被共済者の就労人数と就労状
況を報告する様式。月別に行う。
CCUSからCSVデータを取り込むことで就労報告をより正確かつ
効率的に行うことが可能

【手続に関連する主な様式】

〇掛金充当書（電子）【建退共⇒元請・雇用主】
建退共から元請及び下請に対する掛金充当の通知
被共済者の掛金の納付状況を記載した様式

〇証紙方式の場合より、申請と管理に要する事務が軽減

○就労状況の報告にCCUSを活用することで、より正確かつ
効率的な申請が可能で、労働者の処遇改善に資する

○公共発注機関も、書類削減や効率的な適正履行の確
保が図られるメリット。CCUSの活用により、掛金に係る処
理の正確性・信頼性がさらに向上し、労働者の処遇改善、
事務処理の効率化に資するというメリット

○発注機関は、CCUSの利用状況が高い場合は、簡易な
確認で足りる（低いときは特に注意して確認）

就労実績報告作成ツールに
就労状況を手入力

CCUSからCSVファイルデータを取り
出し、就労実績報告作成ツールに

取込

就労状況報告
（電子データ）※

※就労実績報告作成ツール

※就労実績報告作成ツール

※元請等に掛金充当書を通知（電子）

【 電子申請方式のポイント 】
※元請は、工事ごとに、証紙方式か電子申請方式かを選択（同一工事での混在は不可）
なお、電子申請方式で使用する就業実績報告ツールは無料で利用可能。

（注）CCUSを活用するためには元請
及び自社の上位次数の下請が登録を
行うことが必要

事前に退職金ポイント
を一括購入

（なお、下請は、CCUSに未登録の間は、暫定的に就労実績報告作成
ツールに就労状況を手入力することも可能）

２次
以下

就労状況報告
（電子データ）※

※就労実績報告作成ツール

9



２－２ ＣＣＵＳを活用した労働者単位での
社会保険加入確認の徹底

10



社会保険加入確認のCCUS活用原則化

○ 国交省では、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（平成24年7月通知・平成28年7月最終改訂）」を
定め、適切な社会保険の加入を確認できない技能者は、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとして
きたところ。

○ 今般、改正建設業法の施行により、作業員名簿の作成・備付（公共工事では作成・提出）が義務化されることを
契機に、同ガイドラインを改正し、建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）に登録された真正性の高い情報を活用し、
効果的に社会保険加入の確認・指導を行うことを原則とする。

健康保険
年金保険
雇用保険

協会けんぽ

厚生年金
9012

番

号

ふ り が な
氏 名
技能者ＩＤ

１
けんせつ たろう
建設 太郎

11111111111111

保険名称の列 保険番号の列

【CCUSで確認できる社会保険加入状況】

一 般

ＣＣＵＳ登録時に
運営主体により
真正性確保

今後強化する取組

作業員名簿作成の義務化を契機に、元請企業による技能者
の現場入場時の社会保険加入状況の確認事務・指導を強化
⇒ CCUSに登録された真正性の高い情報を活用※し、元請
企業が確認・指導を行う旨を明確化（この場合、証明書
類の添付は不要）

⇒ 書面による加入確認を行う場合は、社会保険の加入証
明書類（写し）等の確認が必要である旨を明確化

81.4% 12.6%

【元請による社会保険加入状況の確認方法】

作業員名簿のみ確認

標準報酬月額決定通知書等
加入証明書類も確認

これまでの社会保険未加入対策の段階的な強化

○施工体制台帳等の記載事項に社会保険加入状況を
追加（H24.5改正、11施行）

○経営事項審査での減点幅拡大（H24.7～）

○直轄工事から社会保険未加入企業排除を順次拡大
（H26.8～） ※現在は、2次下請以下も含めペナルティ

○平成29年以降は、適切な保険への加入が確認でき
ない作業員は現場入場を認めない取り扱いとするよう
指導 （H28.7ガイドライン改定）

○建設業法改正（R2.10～施行）
・社会保険加入が建設業許可・更新の要件に
・作業員名簿が施工体制台帳の書類の一つに

※CCUSとAPI連携済みの民間システムでも可

令和2年3月 建設業社会保険推進連絡協議会によるWEBアンケート
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○ 今般、施工体制台帳への記載事項に作業員に関する情報を追加し、作業員名簿の添付を義務づけ （※）

（公共工事においては、発注者への写しの提出が必要（入契法））

○ 今後、工事着手時に加え、工事の進行に伴い下請企業や作業員に追加・変更があれば、施工体制台帳や作業員
名簿の変更・提出が必要となるが、CCUSを活用することで、データ作成や現場管理の効率化を図ることが可能

公共発注者

元請企業

２次下請

１次下請

施工体制台帳・作業員名簿
自動作成（電子）

技能者

施工体制登録

施工体制登録

技能者登録

技能者情報

就業履歴

事業者情報

施工体制台帳の作成・提出に係るCCUSの活用施工体制台帳、作業員名簿の作成・提出

（※）今年１０月に改正建設業法施行規則施行（予定）

◎ 公共工事では全受注者から発注者への提出が必要（入契法）

◎ 着工時点だけでなく、工期の進行に伴い、下請や作業員に
追加・変更があった場合についても同様

◎ 今般、施工体制台帳の記載事項に作業員名簿を追加し、書
類の添付も制度化 （H30.6月 中建審・基本問題小委中間とりまとめ）
（今年10月に改正建設業法施行規則施行（予定））

一次会社名

代表者名

（注)１.＊印欄には次の記号を入れる。 ２．作業員名簿に記載される作業員は、当該工事に従事する見込の者を必要最小限報告し、

 …現場代理人  …作業主任者（正副2名を選任すること)  …女性作業員  …18歳未満の作業員 　　追加の都度この様式で提出する。

 …主任技術者  …職　長  …安全衛生責任者  …能力向上教育（※)  …危険有害業務・再発防止教育 ３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。

４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。

５．資格・免許等の写しを添付することになるが、その場で本証とチェック出来れば不要。

６．建退共手帳所有の有無については、該当するものに○で囲む。

７．左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）、右欄に健康保険被保険者証の番号の下４けた

　（番号が４桁以下の場合は当該番号）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用

　　除外である場合には、左欄に「適応除外」と記載。

８．左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。

９．右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用

　　保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。

作 業 員 名 簿
（ 年 月 日 作 成 ) 元 請

確認欄

 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や
 労働災害発生時の緊急連絡対応のために元請業者に提示する

 ことについて、記載者本人は同意しています。

年　　　月　　　日

（　次)会社名

事 業 所 の 名 称

所 長 名

生年月日

年齢

代表者名

[ 建 退 共 加 入の 有 無 有 ・ 無][建退共加入の有無　有・無]

特　　　殊
健康診断日

種　　類

現住所

家族連絡先

番
号

職
種

＊１

ふりがな 雇入年月日

経験年数

建退共
手帳

所有の
有無氏 名

年 歳
(   -   -

)
～

(   -   -
)

年　月　日 年　月　日

(   -   -

)
年　月　日

年　月　日
(   -   -

)
年　月　日 年　月　日年　月　日

～年 歳
(   -   -

)

年　月　日年　月　日 年　月　日
(   -   -

)

年　月　日 年　月　日
(   -   -

)

年　月　日年　月　日 年　月　日
(   -   -

)

(   -   -

)

（ＴＥＬ)

（ＴＥＬ)

最　近　の
健康診断日

血　　圧

（※)能力向上教育は、平成3年1月21日付旧労働省労働基準局基発第39号「安全衛生教育の推進について」により定められた職長

等の「能力向上教育に準じた教育」を指す。

年　月　日

年 歳
(   -   -

)

健康保険
７

年金保険８

雇用保険９

血
液

型

年　月　日 年　月　日
(   -   -

)
年　月　日 年　月　日

入場年月日

受入教育
実施年月日

教　育・資　格・免　許

雇入･職長
特別教育

技能講習 免　許

年　月　日

年　月　日

有

無

年　月　日 年　月　日 年　月　日 有

無年 歳
(   -   -

)

年　月　日

～ 年　月　日

年 歳
(   -   -

)
～

年　月　日 年　月　日

年　月　日 無

年　月　日 有

年　月　日

有

年　月　日 無

年　月　日

年　月　日

年 歳
(   -   -

)
～ 年　月　日 無

有

年　月　日 有

年　月　日 無

～

～

年　月　日 年　月　日

年　月　日 無

年　月　日 有

年　月　日 年　月　日

年 歳

(   -   -

)
年　月　日

(   -   -

)
～

年　月　日 有

年　月　日 無年 歳

年　月　日

全建統一様式第5号

現 作 女 未

主 職 安 能 再

㊞

施工体制台帳の写し
作業員名簿の添付

下請や作業員に変更等あれば、随時、
施工体制台帳、作業員名簿を変更・提出

完工施工契約・着工

CCUSの活用に
よりデータ作成
や現場管理が
効率化

CCUS活用による施工体制台帳・作業員名簿の作成効率化
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン（概要）

〇下請企業について保険加入の確認・指導等

社会保険については関係者を挙げて取り組むことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要

元請企業の役割と責任

• 選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、未加入
である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導する

• 社会保険の全部又は一部に適用除外ではなく未加入である建設企業を下請
企業に選定しないとの取扱いを徹底

• 建設キャリアアップシステムに登録している企業を選定することを推奨

〇現場に入場する作業員について保険加入の確認・指導等
• 新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会
保険欄を確認 し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した
下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導する

• 情報の真正性が確保されている建設キャリアアップシステムの登録情報
を活用し、同システムの閲覧画面等において社会保険加入状況の確認を
行うことを原則化

• 書面にて保険加入状況の確認をする場合、社会保険の標準報酬決定通
知書等のコピーを提示させ真正性の確保に向けた措置を講ずること

• 一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるため「雇用保険」に未加
入の作業員について、元請企業は下請企業に対し、一人親方との関係を
記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求め、適切な施工体
制台帳・施行体系図を作成すべき

〇法定福利費の適正な確保

• 見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があり、法定福利
費を内訳明示した見積書の提出について、下請企業に対する見積条件に明示す
るとともに、提出された見積書を尊重すること

• 元請負人が、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや他の
費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金
額で建設工事の請負契約を締結することは厳に慎むべき

〇「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそ
れぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針とするべきものとして策定

〇同ガイドラインは、平成２４年７月に通知し（課長通知）、同年１１月１日に施行（令和２年１０月１日最終改訂）

下請企業の役割と責任

従業員の社会保険加入義務を負っているのは雇用主であるため、下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが必要不可欠

〇雇用する労働者の適切な社会保険への加入 〇元請企業が行う指導等への協力

• 労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社
員についての保険加入手続を適切に行う

• 労務関係経費の削減を意図して、雇用者を個人事業主（一人親方）として請負契約を結
ぶことは、偽装請負として労働関係法令に抵触するおそれ

• 老後の生活保障の観点や、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争
環境の整備の観点から、請負関係にある一人親方について実態が雇用労働者であれば
早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させること

• 元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての下請
企業に行き渡るよう、元請企業が行う指導に協力する

〇法定福利費の適正な確保

• 自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、法
定福利費を内訳明示した見積書を注文者に提出するとともに、
業務の一部を再下請負させる場合は、再下請負人の法定福
利費を適正に確保する 13



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン改訂について（概要）

○建設業における社会保険の加入について、元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするため、平成２４年１１月に
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を施行

○ 令和元年の建設業法等の一部改正等を踏まえ、ガイドラインを改訂（令和２年１０月１日より施行）

改訂の主な内容

○社会保険加入確認のＣＣＵＳ活用の原則化
• 各作業員の社会保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳
正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して
保険加入状況の確認を行うことを原則とする

• 建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、社会保険に加入してい
ることを証する関係資料のコピー（電子データ可）を提示させるなど、情報の真正性の確保に向けた措置を講ずること

• CCUS登録企業を下請企業として選定することを推奨
• 技能者のキャリアアップカードの登録を推奨、建設現場にカードリーダーの積極的導入

○一人親方について
• 生活保障の観点や、法定福利費を適正負担する企業間による公平・健全な競争環境の整備の観点から、下請企業の役割と責任
として、請負関係にある一人親方について、実態が雇用労働者であれば早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させる
ことを明確に規定

• 一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるため「雇用保険」に加入していない作業員については
実態が請負であれば、下請企業と一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書を元請企業に提出
元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成すべきものであることを明確化

○例外的に現場入場を認める「特段の理由」を明記
• 特段の理由により未加入作業員の現場入場を認める場合は以下に限定

例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなけ
れば工事の施工が困難となる場合
社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合

14



所属する事業所

就労形態 雇用保険
医療保険

（いずれか加入）
年金保険事業所の

形態
常用労働者
の数

法 人

１人～
常用
労働者

雇用保険

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）

厚生年金

－ 役員等 －

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）

厚生年金

個 人
事業主

５人～
常用
労働者

雇用保険

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）

厚生年金

１人～４人
常用
労働者

雇用保険
・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

－
事業主、
一人親方

－
・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

：事業主に従業員を加入させる義務があるもの

：個人の責任において加入するもの

「下請指導ガイドライン」における
「適切な保険」の範囲

３保険

医療保険及び年金保険

３保険

雇用保険
（医療保険と年金保険については個人で加入）

（医療保険と年金保険については個人で加入）

【下請指導ガイドラインにおける適切な保険】

雇用保険未加入者に対する確認フロー

【雇用保険未加入者に対する元請企業の確認フロー】

社員
（労働者）

一人親方
（個人事業主）

保険未加入による法令違反
⇒ 下請企業に加入指導を行い、加入が確認

できるまで現場入場を認めない

下請企業に対し、一人親方との関係を記載した
再下請負通知書・請負契約書の提出を求め、

適切な施工体制台帳・施工体系図を作成

雇用保険「未加入」
の作業員

※ 週所定労働時間が２０時間未満である者等は適用除外
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２－３ 能力レベルに応じた賃金目安の設定と
標準見積書の改訂による適正な労務費・法定
福利費の確保
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ﾚﾍﾞﾙに応じた
賃金目安の

設定 下請が適正
な労務費を

見積り

元請・発注者
間での請負価
格の適正化

元請が下請の
見積を尊重

下請による
適正な賃金の

支払い

技能者の
賃金が上昇

建設技能者のレベルに応じた賃金支払いの実現

○ 令和元年度中に、職種別の建設技能者の能力評価基準（35職種）を整備
○ 能力評価基準に基づく技能者の能力レベルと建設業界による処遇目標が結びつき、これが適正に請負代金に反映され、この結果、
技能者の賃金上昇につながるような好循環を生み出すべく、国と建設業界が一体となって取組を推進。

○専門工事業団体等は、職種に応じ、職長（レベル４・３）、若年
技能者（レベル２）の賃金目安をそれぞれ設定

○ 下請が技能者に対し、賃金目安に応じた適正な賃金が支払
えるよう、標準見積書において、職長手当等マネジメントフィー
を含め、適正な労務費を計上することができるよう措置

○ 元請においても、下請の適正な見積りの尊重を促進・徹底

＜現場での能力・経験の蓄積＞

○経験（就業日数）
○知識・技能（保有資格）
○マネジメント能力
（登録基幹技能者講習・職長経験）

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者（見習い）

中堅技能者
（一人前の技能者）

職長として現場に
従事できる技能者

高度なマネジメン
ト能力を有する技
能者（登録基幹技
能者等）

建設キャリアアップシステムに技能者の能力と経験を蓄積

令和元年度中に能力評価基準（35職種）を整備し、
技能者の技能レベルに応じた4段階のカードを発行

レベルに応じて
カードを色分け

今後の取組

労務単価の上昇

元請による
見積り尊重

専門工事業団体
において設定

￥
標準見積書を
活用した適正な
労務費を見積り

レベルに応じた
処遇を実現へ

元請と下請が連携し、技能者のレベルに
応じた処遇実現に向けた環境整備

賃金上昇の好循環
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各職種における賃金目安（年収）の設定状況について

呼称 団体
賃金目安（年収）の設定額

レベル４ レベル３ レベル２ 設定額の考え方

型枠技能者 （一社）日本型枠工事業協会 820～620万円 640～590万円 550万円
団体で実施した「型枠大工雇用実態調査」を
基準に設定

機械土工技能者 （一社）日本機械土工協会 700万円 600万円 400万円
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を基
準に設定
※調整中のものであり、理事会等の機関決定を経たもの
ではありません

内装仕上技能者 （一社）全国建設室内工事業協会 840万円 700万円 560万円 日当25,000円を目標とした上で設定

建築大工技能者

（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会

750～700万円 650～600万円 350～300万円

建築大工業界で検討してきた職業能力基準の
賃金指標と、全産業平均の年収額より設定

国の各種基幹統計及び全建総連「賃金実態調
査」と乖離がないことを確認

※調整中のものであり、理事会等の機関決定を経たもの
ではありません。

全国建設労働組合総連合

（一社）全国住宅産業地域活性化協議会

（一社）全国中小建築工事業団体連合会

（一社）日本ログハウス協会

トンネル技能者 （一社）日本トンネル専門工事業協会 1200万円 1100～850万円 750～500万円 国土交通省の「設計労務単価」を基準に設定

圧接技能者 全国圧接業協同組合連合会 840万円 720万円 480万円
全国５地区（北海道・関東・中日本・関西・
西日本）の組合で実施したアンケート調査の
結果を基準に設定

基礎ぐい工事技能者 （一社）全国基礎工事業団体連合会 723～620万円 673～576万円 462～344万円
団体で実施した「組合員実態調査」を基準に
設定

※一職種につき複数団体により構成されている場合においては、表中に掲載された

団体間のみで合意がとれたものであり、今後調整が行われる予定 18



○ 各職種におけるレベル別賃金目安の設定・公表と並行して、下請企業は賃金目安に応じた賃金を支払うための原資を
見積価格に適正に反映し、元請企業は下請企業の見積りを尊重できる環境を整備することが重要

○ 特に、自社雇用するレベル３・４の職長クラスのマネジメント能力（現場の管理・後進指導等に関する能力）を、元請・下
請間の見積書にマネジメントフィーとして適切に計上し、請負金額に反映させることが重要

○ そのため、マネジメントフィーを見積書において職長手当として別枠計上することに業界全体で取り組み、当該費用を適
正に請負価格に含めるため、各団体において作成している標準見積書の改訂及び一部ゼネコンにおいて支給している
職長手当のあり方について検討着手

マネジメントフィー確保に向けた標準見積書改訂（案）（今年度中目途実施予定）

下請企業

技能者

標準見積書の活用
職長手当内訳明示

下請企業の見積りを尊重
職長手当を請負金額に反映

（見積書の活用イメージ）

元請企業

レベルに応じた
賃金の支払い

（標準見積書の改訂イメージ）

◇◇◇株式会社　殿
住所　××

○○　株式会社

見積金額 L （消費税込）

（内訳）

数量 単価 金額

○○○工事 A

Ｂ

C

D=A+B+C

法定福利費

対象金額 金額

B E・・・B×p

B F・・・B×q

B G・・・B×r

B H・・・B×s

B I・・・B×t I

マネジメントフィー等

対象金額 金額

B J・・・B×u J

K=D+I+J

L=K×10%

M=K+L

料率

u

　合計

材料費

労務費

経費
（法定福利費、職長手当を除く）

小計

法定福利費事業主負担額

雇用保険料

r

s

t

　小計

　消費税等

介護保険料

厚生年金保険料
(児童手当拠出金含む）

合計

q健康保険料

御見積書（例）

項目 歩掛

料率

p
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専門工事業団体等と連携した具体的取組（案）

○ 先行的に賃金目安（年収）の設定・公表を行った７職種を対象に、本協議会の取組の一環として

「標準見積書改訂ＷＧ」を立ち上げ、国土交通省や元請団体、当該職種に関係する専門工事業

団体等が参画して、標準見積書の改訂等に向けた具体的検討に着手する。

○ 先行７職種については今年度内を目途に標準見積書の改訂を行うこととし、他の職種について

も、先行７職種の取組も参考としつつ、レベル別の賃金目安（年収）の設定と標準見積書の改訂

作業への着手を目指す。

専門工事業団体等と連携した具体的取組

20



２－４ 既存３５職種の能力評価基準では測れ
ない職種や多能工に対する評価手法の確立
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建設技能者の能力評価制度（概要）

○建設キャリアアップシステムに蓄積される就業履歴や保有資格を活用した技能者の能力評価基準を策定。
○基準に基づき、技能者の技能について、４段階の客観的なレベル分けを行う。レベル４として登録基幹技能者、レベル３として
職長クラスの技能者を位置づけ。
○技能レベル（評価結果）を活用して、技能者一人ひとりの技能水準を対外的にＰＲし、技能に見合った評価や処遇の実現等
を図る。

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者
（見習い）

：
中堅技能者
（一人前）

職長として現場に
従事できる者

高度なマネジメント
能力を有する者

（登録基幹技能者等）

※専門工事業団体等が職種毎の能力評価基準を策定

経験年数 □年

○技能の対外的ＰＲ

建設キャリアアップ
システム

・資格を登録
・カードをリーダーにかざし
就業履歴を蓄積

○経験（就業日数）

○知識・技能（保有資格）

○マネジメント能力
（職長や班長としての
就業日数 など）

能力評価基準（※）を
策定し、レベルを判定

キャリアアップシステムと
連携したレベル判定システ
ム（仮称）を構築・活用

レベル１

経験年数 ○年

○○技能講習

１級□□技能士

班長経験 □年

経験年数 ★年

登録基幹技能者

職長経験 ★年

業界横断的な経験・技能の蓄積 技能の客観的なレベル分け

技能レベル（評価結果）を活用した処遇改善等

○キャリアパスの明確化 ○専門工事企業の施工能力のＰＲ

若年層の入職拡大・定着促進

レベルに応じて
カードも色分け

取引先や顧客にＰＲ（価格交渉力の強化）

キャリアアップに必要な経験や
技能が明らかに

高いレベルの職人を育て、雇用する企業が選ばれていく

発注者
（公共・民間）

元請企業

エンド
ユーザー人材育成に取り組み、

高い施工能力を有していることをＰＲ

所属する技能者のレベルや
人数に応じた評価を見える化

※第６回専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会（平成31年3月6日）において了承、
建設技能者の能力評価制度に関する告示及びガイドラインを平成31年4月1日に施行
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建設技能者の能力評価制度（実施スキーム）

・評価基準の策定

技
能
者

能力評価実施団体（専門工事業団体等）

国土交通省

・評価基準の認定

所
属
事
業
者
等

【当面の間の措置】

【代行申請】

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

シ
ス
テ
ム

※ 建設キャリアアップシステムと連携した「レベル判定システム」
を構築・活用（令和2年度から稼働開始）

鉄筋
基準

機械土工
基準

型枠
基準

左官
基準

内装仕上
基準

建築大工
基準

切断穿孔
基準

防水
基準

ｻｯｼ･ｶｰﾃﾝ
ｳｫｰﾙ基準

… … …

・評価基準の認定申請
・実施規程の届出

・評価及び
カード交付申請

経験年数 〇年
班長経験 〇年
職長経験 〇年

・「経験等」（※）
を証明して申請

※システム稼働前の経験等

・技能者情報の依頼

・技能者情報を受取

・評価結果の通知
・カード交付申請

・レベルに応じたカード交付

・評価の実施（※）

ガイドライン策定

・評価結果
の通知

３５職種を認定済
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各職種の能力評価基準の一例 （鉄筋・型枠・機械土工・左官）

※ ●印の保有資格は、いずれかの保有で可。

呼 称 ① 鉄筋技能者 ② 型枠技能者 ③ 機械土工技能者 ④ 左官技能者

能力評価
実施団体

（公社）全国鉄筋工事業協会 （一社）日本型枠工事業協会 （一社）日本機械土工協会 （一社）日本左官業組合連合会

認定日 令和元年１０月８日 令和元年１０月８日 令和元年１０月８日 令和元年１０月２５日

レベル
４

就業日数 １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日）

保有資格

●登録鉄筋基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
●安全優良職長厚生労働大臣顕彰
●卓越した技能者（現代の名工）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録型枠施工基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録機械土工基幹技能者
●１級建設機械施工技士
●１級土木施工管理技士
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）

●登録左官基幹技能者
●１級建築施工管理技士
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
●安全優良職長厚生労働大臣顕彰
●卓越した技能者（現代の名工）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

就業日数
（職長）

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

レベル
３

就業日数 ７年（1505日） ７年（1505日） ７年（1505日） ５年（1075日）

保有資格

・１級鉄筋施工技能士（組立て、または施工図）
・レベル２の基準に示す保有資格

・型枠施工１級技能士
・型枠支保工の組立て作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業従事者特別教育又は足場の組立
て等作業主任者技能講習

・職長・安全衛生責任者教育又は職長教育
・レベル２の基準に示す保有資格

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削
用）運転業務従事者安全衛生教育

●ローラー運転業務従事者安全衛生教育
●青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
（建設ジュニアマスター）

●１級左官技能士
●青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
・レベル２の基準に示す保有資格

就業日数
（職長＋班長）

職長又は班長として
３年（645日）

職長又は班長として
１年（215日）

職長又は班長として
１年（215日）

職長又は班長として
１年（215日）

レベル
２

就業日数 ３年（645日） ３年（645日） ２年（430日） ３年（645日）

保有資格

・玉掛け技能講習 ・玉掛け技能講習

・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削
用）運転技能講習

●ローラーの運転の業務に係る特別教育

●２級左官技能士
●研削といしの取替え等の業務特別教育及び足場の組
立て作業従事者特別教育

レベル１ 建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル２から４までの判定を受けていない技能者

※ 上記職種を含め、国土交通大臣が認定した能力評価基準は３５職種（令和２年６月１５日現在） 24



建設技能者能力評価制度推進協議会（令和２年４月１日設置）

【主な活動内容】

・ 能力評価制度の運営に係る基本的な方針に関する調整及び関係者間の合意形成
・ レベル判定システムの運営・維持管理 ・ 能力評価手数料の徴収
・ 能力評価の実施に係る各種契約 ・ 能力評価の実施に係る収支管理
・ 能力評価制度の周知・普及促進 ・ その他協議会の目的を達成するために必要な活動 等

国土交通大臣の認定を受けて能力評価を実施する建設業者団体等を構成員とし、能力評価制度の適正な運営の確保、
同制度の周知・普及促進のほか、国土交通省が開発・保有するレベル判定システムの共同運営、維持管理等を行うとと
もに、独立採算の原則に基づき評価実施に係る収支管理等を行う。

【構成団体】（５１団体）

＜会長＞（一社）建設産業専門団体連合会会長 才賀 清二郎

・（一社）日本電設工業協会 ・（一社）日本橋梁建設協会 ・（一社）日本造園建設業協会
・（一社）日本造園組合連合会 ・（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会
・（一社）全国防水工事業協会 ・（一社）日本トンネル専門工事業協会 ・（一社）日本塗装工業会
・（一社）日本左官業組合連合会 ・（一社）日本機械土工協会 ・（一社）日本海上起重技術協会
・（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会 ・（公社）全国鉄筋工事業協会
・全国圧接業協同組合連合会 ・（一社）日本型枠工事業協会 ・（一社）日本空調衛生工事業協会
・（一社）日本配管工事業団体連合会 ・全国管工事業協同組合連合会 ・（一社）日本建設躯体工事業団体連合会
・（一社）日本鳶工業連合会 ・ダイヤモンド工事業協同組合 ・（一社）全国建設室内工事業協会
・日本建設インテリア事業協同組合連合会 ・日本室内装飾事業協同組合連合会 ・（一社）日本サッシ協会
・（一社）カーテンウォール・防火開口部協会 ・（公社）日本エクステリア建設業協会
・（一社）日本建築板金協会 ・日本外壁仕上業協同組合連合会 ・（一社）全国ダクト工業団体連合会
・（一社）日本保温保冷工業協会 ・（一社）日本グラウト協会 ・（一社）日本冷凍空調設備工業連合会
・（一社）日本運動施設建設業協会 ・全国基礎工業協同組合連合会 ・（一社）日本基礎建設協会
・（一社）日本タイル煉瓦工事工業会 ・（一社）全国道路標識・標示業協会 ・（一社）消防施設工事協会
・（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会 ・全国建設労働組合総連合 ・（一社）全国住宅産業地域活性化協議会
・（一社）全国中小建築工事業団体連合会 ・（一社）日本ツーバイフォー建築協会 ・（一社）日本木造住宅産業協会
・（一社）日本ログハウス協会 ・（一社）プレハブ建築協会 ・全国板硝子工事協同組合連合会
・全国板硝子商工協同組合連合会 ・（一社）ＡＬＣ協会 ・（一社）建設産業専門団体連合会
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能力評価申請件数の実績

●能力評価申請件数の実績（レベル判定システム申請等）

令和２年 レベル４ レベル３ レベル２ 合計

４月 ２２１ １，０２１ １，４２２ ２，６６４

５月 ４０ ２２７ ３２９ ５９６

合 計 ２６１ １，２４８ １，７５１ ３，２６０

（件数）

※ 保有資格や就業日数等の基準を満たさなかったためにレベル判定できなかった者は、件数に含めていない。

※ レベル４は、登録基幹技能者が建設キャリアアップシステムに登録したことにより特例的にゴールドカードを交付
された者は含めていない。

※ レベル判定された技能者に対しては、（一財）建設業振興基金よりレベルに応じた色の建設キャリアアップカード
が送付されることとなる。

【能力評価申請件数が多い職種（上位５職種）】

① 鉄筋技能者 ８７０

② 機械土工技能者 ７４３

③ 内装仕上技能者 ５２０

④ とび技能者 ３６２

⑤ 型枠技能者 ２６８

（件数）

（令和２年５月末現在）
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能力評価制度の施策フローについて

平成３１年３月２９日 「建設技能者の能力評価制度に関する告示」の策定（４月１日施行）

「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」の策定（４月１日施行）

令和２年３月３１日 対象３５職種すべての能力評価基準を認定

令和２年４月 １日 「建設技能者能力評価制度推進協議会」の設立（構成員５１団体）

「レベル判定システム」の稼働開始

令和元年５月１５日 第２回社会保険協議会において、能力評価制度対象職種は「本年度中に能力

評価基準をとりまとめ、国土交通大臣への申請を完了」するよう要請

各団体より能力評価基準の申請

レベル判定システムの開発・構築

能力評価制度推進協議会によるレベル

判定システムの保守・管理

特別講習による能力評価の先行実施

基準策定支援のための各団体ヒアリング

能

力

評

価

制

度

の

推

進

に

係

る

施

策

フ

ロ

ー

平成３０年３月 中間とりまとめ

平成２９年１１月１３日 「建設技能者の能力評価のあり方に関する検討会」設置

３５職種の能力評価（レベル判定）を着実に進めるとともに、新たな検討課題についても対応を講ずる必要

レベル判定システムによる能力評価の実施

平成３０年４月、施工能力見える化等検討会
を設置し、同ＷＧにおいて継続検討
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能力評価制度に係る今後の対応方策（案）

現 状

現状の課題と対応の方向性（案）

○ 鉄筋・型枠・機械土工・左官等の３５職種においては、令和元年度中に、職種ごとに４段階の能力評価基準（レベル１～
４）を決定し、現在、対象技能者のレベル判定を実施中 （令和２年４月・５月の２ヶ月間で、合計３，２６０人のレベル判定を実施）

○ 既存３５職種の関係建設業者団体等は、共同して「建設技能者能力評価制度推進協議会」を設置し、同協議会で運営・
維持管理している「レベル判定システム」において、技能者の能力評価（レベル判定）を実施

① 現状では、３５職種の技能者が能力評価の対象

⇒ 既存３５職種以外の技能者や多能工等に対する評価手法を検討すべきではないか

② 現状では、就業日数や保有資格、職長等の就業日数を基にレベル判定

⇒ 就業日数や保有資格等の客観的指標以外に、仕事の出来栄えやコミュニケーション能力等も評価指標に加えるべき

ではないか （例えば、現場代理人等の推薦や社内での評価・表彰、賃金（年収）実績等についても能力評価の指標と

して加えるべきではないか）

③ 現状では、職種に関係する専門工事業団体が能力評価を実施

⇒ 専門工事業団体以外の、例えば元請団体やハウスメーカー団体等についても、能力評価の実施主体として参画す

べきではないか

④ 現状では、能力評価基準に基づき４段階（レベル１～４）のレベル判定を実施

⇒ レベル４の中でもさらに能力が高い技能者を対象に、新たなレベル（レベル５）を設定すべきではないか

施策の方向性

「専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会」において上記の検討を行い、今年度中を目途に施策とりまとめ・

能力評価制度ガイドラインの改訂を行うとともに、来年度から全ての技能者が能力評価を行える環境を実現する。 28


